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当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券
（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基
準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証さ
れているものではなく、これを割込むことがあります。信託
財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
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下記の内容は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいま

す。）をお申込みされる際にあらかじめ、投資家のみなさまに、

ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。 

当ファンドにかかる、下記の内容および投資信託説明書

（交付目論見書）の内容を十分にお読み下さい。 

 

記 

■当ファンドにかかるリスクについて 

当ファンドは、主に海外の不動産投資信託証券（リート）を

実質的な投資対象としますので、リートの価格の下落に

より、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。ま

た、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、

損失を被ることがあります。 

したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されて

いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

投資元本を割込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「リート

の価格変動リスク」、「為替リスク」などが考えられます。こ

れらのリスクを含むより詳細な内容については、投資信

託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣に記載しており

ますのでご確認下さい。 

■当ファンドにかかる手数料等について 

◆申込手数料 

当ファンドの申込手数料の料率の上限は、2.625％（税

抜 2.5％）です。 

※ くわしくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認下さい。 

◆換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 



 

◆信託報酬 

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、

ファンドの純資産総額に年 1.554％（税抜 1.48％）の率

を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。 

◆その他の費用(＊) 

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を

外国で保管する場合の費用等をファンドでご負担いただ

きます。 

(*) ｢その他の費用｣については、運用状況等により変動

するものであり、事前に料率、上限額等を表示するこ

とができません。 
 

※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じ

て異なりますので、表示することができません。また、上

場不動産投資信託は市場価格により取引されており、

費用を表示することができません。 

※くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料

等及び税金」に記載しておりますのでご確認下さい。 
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目 的 お よ び
基 本 的 性 格

追加型投信／海外／不動産投信（リート）
安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運
用を行ないます。

主 要 投 資 対 象
マザーファンド（ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド）の
受益証券

マザーファンドの
主 要 投 資 対 象

海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）
および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投
資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称
して「不動産投資信託証券」といいます。）

主 な 投 資 制 限

①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けま
せん。
②株式への直接投資は、行ないません。
③マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割
合には、制限を設けません。
④マザーファンドを通じて行なう同一銘柄の不動産投資信託証
券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下
とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

価額変動リスク

当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外
国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価
額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されてい
るものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

目 論 見 書 の 概 要

お 買 付 単 位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
（注）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

ファンドの概要

お 買 付 価 額 1万口当たりお買付申込受付日の翌営業日の基準価額
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◆投資家のみなさまにおかれましては、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよ

う、よろしくお願い申上げます。

決 算 日 毎月15日（休業日の場合翌営業日）

収 益 分 配

毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を
行ないます。
（注1）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」が

あります。
（注2）お取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。

信 託 期 間 無期限（平成18年6月12日当初設定）

信 託 報 酬 率 信託財産の純資産総額に対して年率1.554％（税抜 1.48％）

お 申 込 み の
受 付 中 止 日 ・
受 付 時 間

①ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の
休業日と同じ日付の日を申込受付日とするお買付けおよびご
換金の申込みの受付けは行ないません。お申込受付中止日は、
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
②委託会社の各営業日※の午後3時までに受付けたお買付けおよ
びご換金の申込み（当該お申込みにかかる販売会社所定の事
務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱いま
す。この時刻を過ぎて行なわれるお申込みは、翌営業日※の取
扱いとなります。

※前①のお申込受付中止日を除きます。

お 買 付 時 の
申 込 手 数 料

販売会社が別に定めるものとします。なお、販売会社におけるお
買付時の申込手数料の料率の上限は、2.625％（税抜 2.5％）
です。
（注1）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
（注2）申込手数料には、消費税等が課されます。
（注3）「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料は

かかりません。
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商品分類表

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

株　　式
国　　内

海　　外

債　　券

不動産投信

その他資産
（ ）

資産複合
内　　外

追加型投信

単位型投信

商品分類・属性区分

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス
http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。

［商 品 分 類 の 定 義］
◆「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
◆「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

◆「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券
および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの

［属 性 区 分 の 定 義］
◆「その他資産」…組入れている資産
◆「年１２回（毎月）」…目論見書等において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるもの
◆「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
◆「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除き
ます。）を投資対象として投資するもの

◆「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行な
う旨の記載がないもの

属性区分表

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

なし

あり
（ ）

ファンド・オブ・
ファンズ

ファミリー
ファンド

不動産投信

株式
一般
大型株
中小型株

資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型

債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（ ）

その他資産
投資信託証券
（不動産投信）（ ）

年1回

年2回

年4回

日々

年12回
（毎月）

年6回
（隔月）

その他
（ ）

エマージング

グローバル
（除く日本）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東
（中東）



ファンドの特色
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海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動
産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安
定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な
成長をめざして分散投資を行ないます。
1.

少額から不動産投資�
�

専門家が不動産を選定�
�

上場しているリートは換金性に優れる�

さまざまな種類の不動産に分散が可能�
�

リート投資のメリット�

［リート（REIT）について］

◆リート（REIT）とは、Real Estate Investment Trustの略称です。

◆不動産投資に特化した会社（または信託）です。

◆リートは投資家から集めた資金等により不動産を購入し、購入した不動産からの収入や
売却によって得た利益を配当として投資家に分配します。

［マザーファンド方式について］

当ファンドは、マザーファンド方式で運用を行ないます。マザーファンド方式とは、投
資家のみなさまからお預りした資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資
金を主としてマザーファンド（ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド）の受益証券に投
資して、実質的な運用をマザーファンドで行なうしくみです。

マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90％
程度以上とすることを基本とします。
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マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっ
ては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・
マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を
委託します。
2.

■米国最初のリート専門の運用会社として1986年7月に設立。

■リート運用では最大級の資産規模。

■ワールドワイドなリサーチ力と運用力を有する。

■優先証券、公益株、バリュー株その他の高配当株の運用にも進出。インカ
ム重視の運用を全般に展開。

■所在地：アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク

コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクとは

◇マザーファンドにおいては、以下の方針に従って投資することを基本とします。
イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、
相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
ロ．組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。

◇マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産
の純資産総額の80％程度以上に維持することを基本とします。

※保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ないません。当ファンド
の基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。

※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

（注）マザーファンドの投資方針について、くわしくは、後掲の「第二部　ファンド情報　第1 ファンドの状況
2 投資方針」をご参照下さい。
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コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクのリート運用について

リサーチ・運用体制
■ワールドワイドなリサーチ体制
■グローバル運用チームによるチーム運用

ポートフォリオ構築プロセス
■マクロ経済分析（各国のGDP、雇用動向、金利動向等）に基づき、世界各地域のリートの
ファンダメンタルズ分析・評価を行なったうえでポートフォリオを構築します。

上記の運用体制・プロセスは、今後予告なく変更されることがあります。�

マクロ経済分析�

各国のGDP、雇用動向、金利動向　等の検討�

バリュエーション評価�

・グローバルで統一した方法により純資産価値を推定�
・個別銘柄を、価格/推定純資産価値によるランク付け�
・キャッシュ・フロー伸び率も考慮�

組入比率決定�

・相対的なバリュエーションをもとに、 個別銘柄の最適な組入比率を算出�
・ポートフォリオ構築にあたっては、リスク、地域・国およびセクター分散等を考慮�

投資対象銘柄のファンダメンタルズ分析�

過去の実績・信頼�
不動産価値を高める能力　等�

競争力・立地条件�
テナントの状況　等�

投資対象銘柄�
の分析�

経営陣�

不動産ポートフォリオ�

採算性・リスク�
実現可能性　等�

ビジネスプラン�

資産と負債のバランス�
資金調達能力　等�

財務諸表�

実質的支配�
利益分配　等�

株主構成�

・ポートフォリオマネージャー�
・アナリスト�

北米地域�

ニューヨーク�グローバルCIO�

＋�

上級ポートフォリオ�
マネージャー�

・ポートフォリオマネージャー�
・アナリスト�

欧州地域�

ブリュッセル、ロンドン�

・ポートフォリオマネージャー�
・アナリスト�

アジア・オセアニア地域�

香港�

グローバル運用チーム�
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毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基づいて
収益の分配を行ないます。

◆決算日は、毎月15日（休業日の場合翌営業日）です。

◆分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

◆原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。3、6、9、12月の計算
期末については、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象
額の中から基準価額水準に応じて委託会社が決定する額を、上記継続分配相当額に付加
して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわな
いことがあります。

3.

※3、6、9、12月の付加額は、ゼロの場合があります。�

（＝ボーナス分）� （＝ボーナス分）� （＝ボーナス分）� （＝ボーナス分）�

■収益分配のイメージ

◆上図はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

◆分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではあ

りません。分配金が支払われない場合もあります。

◆ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。

ファンドの特色



価額変動リスクなど
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〈価額変動リスク〉

当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク

もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本

が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づ

く行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ

お申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリー
トへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられ
ます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリート
に対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。
したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、
リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、
不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落
することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害
等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価
格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことが
あります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪
化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく
悪化する可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなく
なることもありえます。

ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。

イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市

況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
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・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、
リートの価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止にな
ることもあります。

②　外国証券への投資に伴うリスク

イ．為替リスク

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する

為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済

情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外

貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価

額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

当ファンドにおいて、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減の

ための為替ヘッジは行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響

を直接受けます。

ロ．カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた

場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に

下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資

元本を割込むことがあります。

ニ．マザーファンドにおける不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託

財産の純資産総額の80％程度以上に維持することを基本とします。また、当ファ

ンドにおけるマザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の

純資産総額の90％程度以上とすることを基本とします。このため、当ファンドの

基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。

ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格

や配当に影響を与えることが想定されます。
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価額変動リスクなど

③　その他

イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなけ

ればならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を

押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額

が下落する要因となります。

ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場

合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基

準価額が下落する要因となります。

〈換金性が制限される場合〉

通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの

受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申

込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当

該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものと

して取扱います。



11p

お買付時期 原則としていつでもお買付けをお申込みいただけます。

●ただし、ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引

所の休業日と同じ日付の日を申込受付日とするお申込みの受付け

は行ないません。

●なお、委託会社の各営業日※の午後3時までに受付けたお申込み

（当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも

の）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわ

れるお申込みは、翌営業日※の取扱いとなります。

※上記のお申込受付中止日を除きます。

お買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定
める単位とします。
（注）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

お買付価額 1万口当たりお買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。

お申込手数料 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定め
るものとします。なお、販売会社におけるお買付時の申
込手数料の料率の上限は、2.625％（税抜 2.5％）です。
（注1）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
（注2）申込手数料には、消費税等が課されます。
（注3）「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかり

ません。

お買付けは…

ご投資の手引き
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分 配 時 期 毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の
分配を行ないます。

●決算日は、毎月15日（休業日の場合翌営業日）です。

支 払 方 法 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払
いコース」があります。

◆「分配金再投資コース」をご利用の場合

収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資さ

れます。

◆「分配金支払いコース」をご利用の場合

収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までにお

支払いいたします（税金が差引かれます。）。

（注）お取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コー
ス名は、販売会社により異なる場合があります。

収益の分配は…
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●個人の受益者の場合

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20％

（所得税15％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行なわ

れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申

告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択

することもできます。

ただし、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは特例

措置として、10％（所得税7％および地方税3％）の軽減税率によ

る源泉徴収が行なわれます。

●法人の受益者の場合

普通分配金について、平成23年12月31日まで7％（所得税7％）

の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴

収はありません。

上記に記載の7％（所得税7％）の税率は、平成24年1月1日から、

15％（所得税15％）となります。

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱

いとなる「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当

する部分で、税金はかかりません。）の区分があります。

①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と

同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合

には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を

下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金と

なり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普

通分配金となります。

（※）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお

勧めします。

収益分配金に対する税金は…
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ご換金時期 原則としていつでもご換金をお申込みいただけます。

●ただし、ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引

所の休業日と同じ日付の日を申込受付日とするお申込みの受付け

は行ないません。

●なお、委託会社の各営業日※の午後3時までに受付けたお申込み

（当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも

の）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわ

れるお申込みは、翌営業日※の取扱いとなります。

※上記のお申込受付中止日を除きます。

ご換金単位 ご換金は、最低単位を1口単位として販売会社が定める
単位とします。
（注）信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。

ご換金は…

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とし
ます。

●「解約請求」の場合

一部解約時の差益（解約価額から取得費用（申込手数料（税込）を含

む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20％（所

得税15％および地方税5％）の税率により、申告分離課税が適用

されます。

ただし、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは特例

措置として、10％（所得税7％および地方税3％）の軽減税率が適

用され、源泉徴収選択口座においては申告不要の特例があります。

一部解約時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲

渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等

の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部解約時の

差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となり

ます。

解約価額など

［個人の受益者の場合］
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支払開始日 代金は、原則としてお申込受付日から起算して5営業日
目以降にお支払いいたします。

●「解約請求」の場合

一部解約時の個別元本超過額については、所得税（7％。平成24

年1月1日から15％。）の源泉徴収が行なわれます。地方税の源泉

徴収はありません。

（※）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお

勧めします。

［法人の受益者の場合］

［個人の受益者の場合］

信託期間は、無期限です。

●ただし、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合等には、

信託を終了させることがあります。

信託期間は…

支払開始日など 償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日
までにお支払いいたします。

償還時の差益（償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控

除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20％（所得税15％

および地方税5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。

ただし、平成21年1月1日から平成23年12月31日までは特例措

置として、10％（所得税7％および地方税3％）の軽減税率が適用さ

れ、源泉徴収選択口座においては申告不要の特例があります。

償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と

相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所

得との損益通算も可能となります。また、償還時の差益については、

他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。

償還金は…
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●ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の

適用を受け、委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、

振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益

権には無記名式や記名式の形態はありません。受益権の帰属は、

振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

ります。

信託報酬など 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年1.554％（税抜 1.48％）の率を乗じて得
た額とし、信託財産でご負担いただきます。
（注）くわしくは、後掲の「第二部　ファンド情報　第1 ファンドの状況　4 手

数料等及び税金」をご参照下さい。

●監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管

する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

（注）信託報酬、監査報酬および売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額を
信託財産でご負担いただきます。

受益証券は…

信託報酬などは…

［法人の受益者の場合］ 償還時の個別元本超過額について、平成23年12月31日まで7％

（所得税7％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方

税の源泉徴収はありません。

上記に記載の7％（所得税7％）の税率は、平成24年1月1日から、

15％（所得税15％）となります。

（※）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお

勧めします。
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1. 基 準 価 額

2. 個 別 元 本

受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受
益者の元本（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、
当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重
平均することにより算出されます。
受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個
別元本となります。

純資産総額（信託財産に属する資産を時価により評価して得た資産
総額から負債総額を控除した金額をいいます。）を、計算日における
受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。基準価額は、
組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

●用語のご説明●

●毎年3月および9月の計算期末に、期間中の運用経過のほか信託

財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を

作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けいたします。

●基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知

ることができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞

朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧にな

ることもできます。

運用経過のお知らせは…



 1

第一部 証券情報 

(1) ファンドの名称 

 りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

 追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。格付けは、取得しておりません。 

 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規

定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お

よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、

振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること

により定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益

権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、

無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証

券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

 

(3) 発行（売出）価額の総額 

 1 兆円を上限とします。 

 

(4) 発行（売出）価格 

 1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則

として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで

ご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(5) 申込手数料 

① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.625％（税抜 2.5％）となっ

ています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さ

い。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 

② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されま

す。 

③ ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 

 

(6) 申込単位 

 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 
 

(7) 申込期間 

 平成 21 年 6 月 10 日から平成 22 年 6 月 8 日まで（継続申込期間） 

 （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。） 

 
(8) 申込取扱場所 

 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(9) 払込期日 

 受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さ

い。）までに、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等

に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。 
 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託

が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座

に払込みます。 

 

(10) 払込取扱場所 

 受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申

込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。 

 

(11) 振替機関に関する事項 

 振替機関は下記のとおりです。 

 株式会社 証券保管振替機構 
 

(12) その他 

① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを

行なうものとします。 

② ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日と同じ日付の日を申

込受付日とする受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。 

 申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。  

③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申

込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱い

ます。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。 

（※）前②の申込受付中止日を除きます。 

④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配

金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配

金支払いコース」があります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下

さい。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。 

⑤ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資
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約款にしたがい積立投資契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の

名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合

上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。 

⑥ 取得申込金額に利息は付きません。 

⑦ 振替受益権について 

 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」

に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとしま

す。 

 ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する

事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい

ます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 
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第二部 ファンド情報 

 

第１ ファンドの状況 

 

１ ファンドの性格 

 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 

 当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない

ます。社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 

 

単位型投信・追加型投信 追加型投信 

投 資 対 象 地 域 海外 商 品 分 類

投資対象資産(収益の源泉) 不動産投信（リート） 

投 資 対 象 資 産 その他資産（投資信託証券（不動産投信）） 

決 算 頻 度 年 12 回（毎月） 

投 資 対 象 地 域 グローバル（除く日本） 

投 資 形 態 ファミリーファンド 

属 性 区 分

為 替 ヘ ッ ジ 為替ヘッジなし 

 

（注 1）商品分類の定義 

・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信

託財産とともに運用されるファンド 

・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、

組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの 

・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質

的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載

があるもの 

（注 2）属性区分の定義 

・「その他資産」…組入れている資産 

・「年 12 回（毎月）」…目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載があるも

の 

・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす

る旨の記載があるもの 

・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ

にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの 

・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも

のまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの 

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、社団法人投資信託協会のホームページ

（アドレス http://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。 

 

＜信託金の限度額＞ 

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができま

す。 

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

 

＜ファンドの特色＞ 

「目論見書の概要」における「ファンドの特色」をご参照下さい。 
 



 5

(2) ファンドの仕組み 

受益者  お申込者 

  収益分配金（注 1）、償還金など↑↓お申込金（※5） 

お取扱窓口 

 

販売会社 

受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

社との契約（※1）に基づき、次の業務を行な

います。 

①受益権の募集の取扱い 

②一部解約請求に関する事務 

③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い 

 に関する事務          など 

↑↓※1     収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※5） 

委託会社 

 

大和証券投資信託

委託株式会社 

当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

｢信託契約｣といいます｡）(※2)の委託者であ

り、次の業務を行ないます。 

①受益権の募集・発行 

②信託財産の運用指図 

③信託財産の計算 

④運用報告書の作成        など 

↓運用指図 ↑↓※2      損益↑↓信託金（※5） 

受託会社 

 

住友信託銀行 

株式会社 

再信託受託会社：

日本トラスティ・

サービス信託銀行

株式会社 

信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行

ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト

ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す

ることができます。また、外国における資産の

保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す

ると認められる外国の金融機関が行なう場合

があります。 

①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処

分 

②信託財産の計算         など 

  損益↑↓投資 

投資対象 

 海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券
など 
（マザーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンド
における外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・ステ
ィアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）（注
2）に運用の指図にかかる権限を委託します。） 

(注 1)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。 
（注 2）コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会

社）は、委託会社との間の運用委託契約（※3）に基づき、委託会社から権限の委託を
受けて、マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※4）。 

※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金
の支払いに関する事務の内容等が規定されています。 

※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた
信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、
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委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されて
います。 

※3：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等
が定められています。 

※4：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止また
は委託の内容を変更することができます。 

※5：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信
託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン
ド口座に払込みます。 

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。ま

た、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。 

 

＜委託会社の概況（平成 21 年 10 月末日現在）＞ 

・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円 

・沿革 

昭和34年12月12日 設立登記 

昭和35年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 

昭和35年 4月 1日 営業開始 

昭和60年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 

平成 7年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資

顧問業の登録を受ける。 

平成 7年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資

一任契約にかかる業務の認可を受ける。 

平成19年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたも

のとみなされる。 

・大株主の状況 

名 称 住 所 所有 

株式数 

比率 

 

株式会社大和証券グループ本社 

 

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 

株 

2,608,525 

％ 

100.00 

 

 

 

２ 投資方針 

 

(1) 投資方針 

① 主要投資対象 

 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

の受益証券を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

イ．主としてマザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所（※）上場（上

場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益

証券または不動産投資法人の投資証券（総称して「不動産投資信託証券」といいます。）

に投資することにより、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざ

して分散投資を行ないます。 

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第

8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引

法第 28条第 8項第 3号もしくは同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設す

るものをいいます。 

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90％
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程度以上とすることを基本とします。 

ハ．保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ない

ません。 

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の

運用が行なわれないことがあります。 

 

＜投資先ファンドについて＞ 

  投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。 

投資先ファンド 

海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登

録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託証券 

（「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」を通じて実質的

に投資します。） 

選 定 の 方 針 

(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待

される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定しま

す。 

(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。

 

くわしくは「目論見書の概要」における「ファンドの特色」および後掲「＜参 考＞マザ

ーファンド（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド）の概要」をご参照下さい。 

 

(2) 投資対象 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの

をいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 5

号に掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、住友信託銀行株

式会社を受託者として締結されたダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2

条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す

ることを指図することができます。 

 1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有

するもの 

 3．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

 4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行

信託の受益証券に限ります。） 

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品

取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

 1．預金 

 2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除

きます。） 

 3．コール・ローン 
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 4．手形割引市場において売買される手形 

 
(3) 運用体制 

① 運用体制 

 ファンドの運用体制（マザーファンドにかかるものを含みます。）は、以下のとおりとな

っています。 

 

 
 

イ．ファンド運営上の諸方針の決定 

 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個

別会議において審議・決定します。なお、マザーファンドでは、コーヘン・アンド・ス

ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに外貨建資産の運用の指図にかかる権

限を委託します。このため、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメ

ント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、こ

のファンド運営上の諸方針が反映されます。 

ロ．運用の実行 

 コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクは、投資ガイ

ドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、取引を実行します。 

ハ．モニタリング 

 委託会社は、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について必要な連絡を取る

とともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。 

 また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運

用体制、管理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、

現地訪問による調査も行なっています。これらの報告および調査をもとに評価を行ない、

委託会社でのファンド個別会議へ報告しています。 
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ニ．リスク管理、運用評価、法務管理 

 ファンド評価会議は、運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、

運用部にフィードバックします。また、運用審査会議は、経営会議の分科会として、フ

ァンドの運用実績を把握し評価するとともに、取締役会から権限を委任され、ファンド

の運用リスク管理の状況についての報告を受けて、必要事項を審議・決定します。 
 さらに、運用が適切に行なわれたかについて、経営会議の分科会であるコンプライア

ンス・監査会議において法令等の遵守状況に関する報告を行ない、必要事項を審議・決

定します。 

 これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は 15～25 名程度です。 

 

② 職務権限（委託会社） 

 ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社

内規則によって、次のように定められています。 

イ．運用本部長（ＣＩＯ）（1 名） 

 運用最高責任者として、次の職務を遂行します。 

・ファンド運用に関する組織運営 

・ファンドマネージャーの任命・変更 

・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定 

・各ファンドの分配政策の決定 

・代表取締役に対する随時の的確な状況報告 

・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定 

ロ．運用副本部長（1～5 名程度） 

 ＣＩＯを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。 

ハ．運用部長（各運用部に 1 名） 
 ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。 

ニ．ファンドマネージャー 
 ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。 
 

③ 受託会社に対する管理体制 
 信託財産の管理業務を通じて、受託会社の信託事務の正確性・迅速性、システム対応力

等を総合的に検証しています。また、年次で受託会社より内部統制の整備および運用状況

の報告書を受けています。 

 
※ 上記の運用体制は平成 21 年 10 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 

 

(4) 分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 

② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。3、6、9、12 月の計算

期末については、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象額

の中から基準価額水準に応じて委託会社が決定する額を、上記継続分配相当額に付加して

分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこと

があります。 

③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。 

 

(5) 投資制限 

① マザーファンドの受益証券（信託約款） 

 マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 

② 株式（信託約款） 

 株式への直接投資は、行ないません。 
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③ 投資信託証券（信託約款） 

 マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 

④ 同一銘柄の投資信託証券（信託約款） 

イ．委託会社は、マザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証

券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」

といいます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総

額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。 

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該不動

産投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑤ 外貨建資産（信託約款） 

 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款） 

 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認

められる場合には、制約されることがあります。 

⑦ 外国為替予約取引（信託約款） 

 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建

資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、

外国為替の売買の予約を指図することができます。 

⑧ 資金の借入れ（信託約款） 

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約

に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを

目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで

きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の

入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該

期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を

限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産

総額の 10％を超えないこととします。 

ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

 



 11

＜参 考＞マザーファンド（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド）の概要 

(1) 投資方針 

① 主要投資対象 

 海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予

定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないま

す。 

ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。 

(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対

的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。 

(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。 

ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マ

ネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 

ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80％程度以

上に維持することを基本とします。 

ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 

ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の

運用が行なわれないことがあります。 

 

(2) 投資対象 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの

をいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 5

号に掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価

証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することがで

きます。 

 1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有

するもの 

 3．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま

す。） 

 4．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。） 

 5．外国法人が発行する譲渡性預金証書 
 6．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行

信託の受益証券に限ります。） 

 なお、前 3.の証券および前 4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品

取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま

す。）により運用することを指図することができます。 

 1．預金 
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 2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除

きます。） 

 3．コール・ローン 

 4．手形割引市場において売買される手形 

 

(3) 主な投資制限 

① 株式への直接投資は、行ないません。 

② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 

③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とし

ます。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

 

(4) 運用指図権限の委託 

① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次のも

のに委託します。 

コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク 

280 パーク・アベニュー、ニューヨーク、ニューヨーク州 10017 

② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契

約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運

用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

 

 

 

３ 投資リスク 

 

(1) 価額変動リスク 

「目論見書の概要」における「価額変動リスクなど」をご参照下さい。 

 

(2) 換金性が制限される場合 

「目論見書の概要」における「価額変動リスクなど」をご参照下さい。 
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(3) リスク管理体制 

 

 
 

 

４ 手数料等及び税金 

 

(1) 申込手数料 

① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.625％（税抜 2.5％）となっ

ています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さ

い。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 

② 申込手数料には、消費税等が課されます。 

③ ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 

 

(2) 換金（解約）手数料 

 ありません。 

 

(3) 信託報酬等 

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.554％（税抜

1.48％）の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに

信託財産中から支弁します。 

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支

運用本部

・市場リスク、信用リスクの把握・管理
・取引業者の信用リスクの把握・管理
・投資制限（デリバティブ取引に関する投資制限を含
む）の管理
・取引価格または評価価格の妥当性の検証

取締役会取締役会

運用リスク管理に関する基本方針に基づく
具体的事項に関する権限の委任

運用審査会議運用審査会議

重要事項の報告

・運用リスク管理に関する具体的方法の決定

・運用リスク管理に関する状況把握および必要
事項の審議・決定

・運用リスク管理に関する基本方針の決定

運用リスク管理に関する具体的方法等
の指示等

運用リスク状況、
モニタリング・監
視結果の報告

・運用リスクの把握・自主管理

審査部

モニタリング・監視

業

務

監

査

部

運用リスク管理の適切性・
有効性の監査、監査結果
の報告

運用リスク管理の適切性・
有効性の監査にかかる重
要事項の報告

コンプライアンス・監査会議コンプライアンス・監査会議
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弁します。 

③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。 

信託財産の純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 

200 億円未満の場合 
年 0.840％ 

（税抜 0.80％）
年 0.609％ 

（税抜 0.58％）
年 0.105％ 

（税抜 0.10％）

200 億円以上 500 億円未満の場合 
年 0.819％ 

（税抜 0.78％）
年 0.630％ 

（税抜 0.60％）
年 0.105％ 

（税抜 0.10％）

500 億円以上 1,000 億円未満の場合
年 0.798％ 

（税抜 0.76％）
年 0.6825％ 

（税抜 0.65％）
年 0.0735％ 

（税抜 0.07％）

1,000 億円以上の場合 
年 0.7665％ 

（税抜 0.73％）
年 0.735％ 

（税抜 0.70％）
年 0.0525％ 

（税抜 0.05％）

④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会

社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。 

⑤ 委託会社は、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は

当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払い

は、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。 

275 億円以下の部分 年 0.57％ 

275 億円超 1,000 億円以下の部分 年 0.47％ 

1,000 億円超 2,500 億円以下の部分 年 0.37％ 

2,500 億円超の部分 年 0.30％ 

 

(4) その他の手数料等 

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁

します。 

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の

利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する

金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基

づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、

郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料

にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、

信託財産中より支弁します。 

 

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞ 

有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。 

 

(5) 課税上の取扱い 

① 個人の受益者に対する課税 

イ．収益分配金に対する課税 

 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20％（所得税 15％および地
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方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確

定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択

することもできます。 

 ただし、平成 21 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日までは特例措置として、10％（所

得税 7％および地方税 3％）の軽減税率による源泉徴収が行なわれます。 

ロ．解約金および償還金に対する課税 

 一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料

（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20％（所得税 15％

および地方税 5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。 

 ただし、平成 21 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日までは特例措置として、10％（所

得税 7％および地方税 3％）の軽減税率が適用され、源泉徴収選択口座においては申告不

要の特例があります。 

ハ．損益通算について 

 一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と

相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可

能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲

渡損との相殺が可能となります。 

② 法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一

部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 23 年 12 月 31 日までは 7％（所

得税 7％）、平成 24 年 1 月 1 日から 15％（所得税 15％）の税率で源泉徴収され法人の受取

額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象と

なるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。 

 なお、税額控除制度が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。 

＜注 1＞個別元本について 

① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消

費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追

加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

 ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法

が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 

③ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

＜注 2＞収益分配金の課税について 

① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱

いとなる「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり

ます。 

② 受益者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者

の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収

益分配金の全額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益

者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該

収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

（※）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 

（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧

めします。 
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５ 運用状況 

 

(1) 投資状況（平成21年10月30日現在） 

投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 36,434,491,130    99.31 

 内 日本 36,434,491,130    99.31 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 253,993,050     0.69 

純資産総額 36,688,484,180 100.00 

 

（参考）ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド 

投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

投資証券 148,167,115,264    95.25 

 内 オーストラリア 28,690,093,239    18.44 

 内 カナダ 4,074,607,564     2.62 

 内 ユーロ 18,449,674,942    11.86 

 内 英国 16,952,404,867    10.90 

 内 香港 4,062,438,493     2.61 

 内 ニュージーランド 567,459,474     0.36 

 内 シンガポール 3,423,193,388     2.20 

 内 米国 71,947,243,297    46.25 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,392,407,110     4.75 

純資産総額 155,559,522,374 100.00 

 

その他の資産の投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

為替予約取引 （買建） 2,697,560,839     1.73 

 内 日本 2,697,560,839     1.73 

為替予約取引 （売建） 412,189,283     △0.26 

 内 日本 412,189,283     △0.26 

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 

（注3）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 
 

(2) 投資資産(平成21年10月30日現在) 

① 投資有価証券の主要銘柄 

イ．主要銘柄の明細                               （単位：円） 
 

銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

1 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー

ファンド 

日本 

親投資信託

受益証券 

 －

48,618,216,080
0.76769

37,324,183,566

0.7494 

36,434,491,130 

－ 

－ 
99.31%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 
 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 
投資有価証券の種類 投資比率 

親投資信託受益証券  99.31%

合計  99.31%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 
 

ハ．投資株式の業種別投資比率 
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該当事項はありません。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

（参考）ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド 

① 投資有価証券の主要銘柄 

イ．主要銘柄の明細                               （単位：円） 
 

銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

1 
WESTFIELD GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
10,726,063

1,098

11,787,735,625

1,013 

10,872,012,539 

－ 

－ 
6.99%

2 
UNIBAIL-RODAMCO 

ユーロ 

投資証券 

－
462,305

19,523

9,026,020,317

20,563 

9,506,719,821 

－ 

－ 
6.11%

3 
SIMON PROPERTY GROUP INC 

米国 

投資証券 

－
1,054,876

6,324

6,671,461,527

6,233 

6,575,532,414 

－ 

－ 
4.23%

4 
STOCKLAND 

オーストラリア 

投資証券 

－
14,730,462

325

4,791,471,029

296 

4,364,606,430 

－ 

－ 
2.81%

5 
PUBLIC STORAGE 

米国 

投資証券 

－
523,385

6,710

3,512,195,265

6,827 

3,573,581,083 

－ 

－ 
2.30%

6 
PROLOGIS 

米国 

投資証券 

－
3,246,331

1,102

3,579,091,608

1,080 

3,508,702,068 

－ 

－ 
2.26%

7 
LINK REIT 

香港 

投資証券 

－
17,126,756

199

3,420,747,181

203 

3,488,172,141 

－ 

－ 
2.24%

8 
LAND SECURITIES PLC 

英国 

投資証券 

－
3,513,020

987

3,470,205,777

990 

3,478,437,831 

－ 

－ 
2.24%

9 
VORNADO REALTY TRUST 

米国 

投資証券 

－
629,367

5,697

3,585,977,574

5,526 

3,478,280,809 

－ 

－ 
2.24%

10 
BRITISH LAND CO PLC 

英国 

投資証券 

－
4,872,948

755

3,681,508,248

710 

3,460,114,695 

－ 

－ 
2.22%

11 
SEGRO PLC 

英国 

投資証券 

－
5,901,294

563

3,326,105,269

550 

3,245,925,327 

－ 

－ 
2.09%

12 
HAMMERSON PLC 

英国 

投資証券 

－
4,999,325

634

3,174,383,285

614 

3,071,491,293 

－ 

－ 
1.97%

13 
BOSTON PROPERTIES INC 

米国 

投資証券 

－
537,010

6,003

3,224,181,404

5,586 

2,999,775,236 

－ 

－ 
1.93%

14 
DEXUS PROPERTY GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
46,553,459

64

2,981,526,007

63 

2,941,876,011 

－ 

－ 
1.89%

15 
EQUITY RESIDENTIAL 

米国 

投資証券 

－
955,747

2,729

2,608,848,636

2,657 

2,539,655,275 

－ 

－ 
1.63%

16 
GPT GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
50,091,449

49

2,504,325,076

48 

2,410,776,211 

－ 

－ 
1.55%

17 
MACERICH CO/THE 

米国 

投資証券 

－
847,452

2,807

2,379,147,711

2,703 

2,291,409,192 

－ 

－ 
1.47%

18 
HOST HOTELS&RESORTS INC 

米国 

投資証券 

－
2,371,154

997

2,365,487,890

963 

2,285,265,111 

－ 

－ 
1.47%

19 
HCP INC 

米国 

投資証券 

－
804,481

2,633

2,118,578,188

2,770 

2,228,920,802 

－ 

－ 
1.43%
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銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

20 
CORIO NV 

ユーロ 

投資証券 

－
348,909

5,904

2,060,001,960

6,312 

2,202,376,412 

－ 

－ 
1.42%

21 
MIRVAC GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
17,474,482

134

2,345,798,982

118 

2,062,285,942 

－ 

－ 
1.33%

22 
GOODMAN GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
42,262,825

50

2,152,713,849

46 

1,980,943,133 

－ 

－ 
1.27%

23 
LIBERTY PROPERTY TRUST 

米国 

投資証券 

－
667,966

3,020

2,017,567,511

2,709 

1,809,765,171 

－ 

－ 
1.16%

24 
MACK-CALI REALTY CORP 

米国 

投資証券 

－
615,597

3,160

1,945,777,025

2,916 

1,795,657,051 

－ 

－ 
1.15%

25 

SENIOR HOUSING PROP  

TRUST 

米国 

投資証券 

－
950,550

1,762

1,675,125,046

1,787 

1,699,252,609 

－ 

－ 
1.09%

26 
DERWENT LONDON PLC 

英国 

投資証券 

－
882,618

1,870

1,650,816,569

1,869 

1,650,310,310 

－ 

－ 
1.06%

27 

AVALONBAY COMMUNITIES  

INC 

米国 

投資証券 

－
255,959

6,441

1,648,874,568

6,417 

1,642,555,248 

－ 

－ 
1.06%

28 
UDR INC 

米国 

投資証券 

－
1,238,810

1,312

1,625,900,962

1,324 

1,640,247,867 

－ 

－ 
1.05%

29 
ICADE 

ユーロ 

投資証券 

－
164,494

9,124

1,500,950,276

9,760 

1,605,541,713 

－ 

－ 
1.03%

30 
VENTAS INC 

米国 

投資証券 

－
398,812

3,487

1,390,758,002

3,733 

1,488,962,688 

－ 

－ 
0.96%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 
 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 
投資有価証券の種類 投資比率 

投資証券  95.25%

合計  95.25%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 
 

ハ．投資株式の業種別投資比率 
該当事項はありません。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

（単位：円） 

種類 地域 資産名 
買建/

売建
数量 簿価 時価 

投資 

比率 

為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2009年11月 売建 4,508,250 412,234,366 412,189,283 △0.26%

米ドル買/円売 2009年11月 買建 25,000,000 2,276,800,000 2,285,750,000 1.47%

英ポンド買/円売 2009年11月 買建 1,002,896 152,092,502 151,828,499 0.10%

ユーロ買/円売 2009年11月 買建 1,683,736 228,385,465 228,297,749 0.15%

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ買/円売 2009年11月 買建 378,685 31,756,399 31,684,591 0.02%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 
（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 
（注3）為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 
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(3) 運用実績 

①  純資産の推移 

 

純資産総額 

（分配落） 

（円） 

純資産総額 

（分配付） 

（円） 

1 口当たりの 

純資産額 

（分配落）（円） 

1 口当たりの 

純資産額 

（分配付）（円） 

設定時 

(平成18 年6 月12 日) 
1,000,000 － 1.0000 － 

第1 特定期間末  

(平成18 年9 月15 日) 
1,125,989 1,125,989 1.1260 1.1260 

第2 特定期間末  

(平成19 年3 月15 日) 
18,512,337,281 18,983,791,735 1.1753 1.2052 

第3 特定期間末  

(平成19 年9 月18 日) 
30,368,369,226 30,578,364,893 1.0116 1.0186 

第4 特定期間末  

(平成20 年3 月17 日) 
22,310,950,730 22,523,772,928 0.7338 0.7408 

第5 特定期間末  

(平成20 年9 月16 日) 
22,108,895,358 22,341,325,961 0.6658 0.6728 

平成20 年10 月末日 14,277,705,028 － 0.4329 － 

11 月末日 12,275,925,061 － 0.3680 － 

12 月末日 12,123,332,712 － 0.3565 － 

平成21 年1 月末日 11,245,479,045 － 0.3196 － 

2 月末日 10,413,500,799 － 0.2890 － 

第6 特定期間末  

(平成21 年3 月16 日) 
10,476,408,982 10,658,978,575 0.2866 0.2916 

3 月末日 10,573,689,796 － 0.2822 － 

4 月末日 13,975,589,968 － 0.3506 － 

5 月末日 15,297,200,319 － 0.3547 － 

6 月末日 17,879,252,747 － 0.3547 － 

7 月末日 22,320,844,882 － 0.3786 － 

8 月末日 28,795,174,083 － 0.4142 － 

第7 特定期間末  

(平成21 年9 月15 日) 
31,883,888,916 32,261,254,432 0.4190 0.4240 

9 月末日 34,039,235,112 － 0.4249 － 

10 月末日 36,688,484,180 － 0.4163 － 

 

②  分配の推移 

 1 口当たり分配金（円） 

第1 特定期間       0.0000 

第2 特定期間       0.0510 

第3 特定期間       0.0650 

第4 特定期間       0.0420 

第5 特定期間       0.0420 

第6 特定期間       0.0380 

第7 特定期間       0.0300 

（注）1口当たり分配金は外国税額控除前のものです。 

 

③  収益率の推移 

 収益率（％） 

第1 特定期間         12.6 

第2 特定期間          8.9 

第3 特定期間         △8.4 

第4 特定期間        △23.3 

第5 特定期間         △3.5 

第6 特定期間        △51.2 

第7 特定期間         56.7 
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６ 手続等の概要 

 

(1) 申込（販売）手続等 

 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なう

ものとします。 

 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金

再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支

払いコース」があります。 

 ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約

款にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。 

 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売

会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。 

 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日

と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。 

 お買付価額（1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。 

 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、

消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込

手数料はかかりません。 

 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会

社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ

て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 

 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

た当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に

当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、

当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加

の記載または記録を行なうことができます。 

 

(2) 換金（解約）手続等 

 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会

社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ

て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 

 なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 

＜一部解約＞ 

 受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定め

る単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。 

 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業

日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないま

せん。 

 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行

なうものとします。 

 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることがで

きるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社

のホームページでご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 
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   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一

部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なっ

た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の

請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の

最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌

営業日の基準価額とします。 

 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日

から起算して 5 営業日目から受益者に支払います。 

 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して

当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部

解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたが

い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

 

 

 

７ 管理及び運営の概要 

 

(1) 資産の評価 

 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たり

の価額をいいます。 

 純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたが

って時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

をいいます。 

 

（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。 

（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における

計算時において知り得る直近の日の最終相場で評価します。 

 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預

金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則

として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで

ご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号（コールセンター） 0120-106212 

（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(2) 保管 
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 該当事項はありません。 

 

(3) 信託期間 

 無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがありま

す。 

 

(4) 計算期間 

 毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、平成 18 年 6 月 12 日か

ら平成 18 年 8 月 15 日までとします。 

 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計

算期間が開始されるものとします。 

 

(5) その他 

① 信託の終了 

 1．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約

することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま

す。 

 2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、

その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行ないません。 

 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の

1 を超えるときは、前 1.の信託契約の解約をしません。 

 5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者

に対して交付します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行ないません。 

 6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ

ている場合であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を

行なうことが困難な場合には適用しません。 

 7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 8．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止

したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁

が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき

は、②の 4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存

続します。 

 9．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社

が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

② 信託約款の変更 

 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合にお

いて、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出
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ます。 

 2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信

託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の

1 を超えるときは、前 1.の信託約款の変更をしません。 

 5．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ

の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受

益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行ないません。 

 6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.か

ら前 5.までの規定にしたがいます。 

③ 反対者の買取請求権 

 前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定

にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前①の 3.または前②の 3.の一定の期間

内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、

信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

④ 運用報告書 

 委託会社は、毎年 3 月および 9 月の計算期間の末日に、期間中の運用経過のほか信託財

産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、信託財産にかかる知ら

れたる受益者に対して交付します。 

⑤ 公告 

 1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレス

に掲載します。 

http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生

じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑥ 関係法人との契約の更改 

 委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、

期間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら

意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いにつ

いてもこれと同様とします。 

 

(6) 受益者の権利等 

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者

とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 

① 収益分配金および償還金にかかる請求権 

 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了

時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分

に応じて請求する権利を有します。 

 収益分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日までに、受益者に支払います。 

 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者について

は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資によ

り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
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 償還金は、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに、受益者に支払います。 

 収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。 

② 換金請求権 

 受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、

「６ 手続等の概要」をご参照下さい。 
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第２ 財務ハイライト情報 

 

本項の記載事項は、「ファンドの詳細情報」に記載の「財務諸表」（当該「財務諸表」については、あず

さ監査法人により監査証明を受けており、当該監査証明にかかる監査報告書は、当該「財務諸表」の箇所

に添付しております。）から抜粋して記載したものです。 

  

りそな ワールド・リート・ファンド 

 
１ 貸借対照表 

 

   
前 期 

平成21年3月16日現在

当 期 

平成21年9月15日現在

   金 額（円） 金 額（円） 

 資産の部  

   流動資産  

     コール・ローン  306,332,712 667,601,335

     親投資信託受益証券  10,368,560,324 31,645,193,697

     流動資産合計  10,674,893,036 32,312,795,032

   資産合計  10,674,893,036 32,312,795,032

 負債の部  

   流動負債  

     未払収益分配金  182,569,593 377,365,516

     未払解約金  3,560,964 15,826,208

     未払受託者報酬  810,989 2,380,690

     未払委託者報酬  11,191,738 32,853,682

     その他未払費用  350,770 480,020

     流動負債合計  198,484,054 428,906,116

   負債合計  198,484,054 428,906,116

 純資産の部  

   元本等  

     元本  36,553,422,593 76,086,822,027

     剰余金  

     期末剰余金又は期末欠損金（△）  △26,077,013,611 △44,202,933,111

     元本等合計  10,476,408,982 31,883,888,916

   純資産合計  10,476,408,982 31,883,888,916

 負債純資産合計  10,674,893,036 32,312,795,032
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２ 損益及び剰余金計算書 

 

    

前 期 

自 平成20年9月17日

至 平成21年3月16日

当 期 

自 平成21年3月17日

至 平成21年9月15日

    金 額（円） 金 額（円） 

 営業収益   

   受取利息   343,946 158,866

   有価証券売買等損益   △11,272,056,788 8,396,633,373

   営業収益合計   △11,271,712,842 8,396,792,239

 営業費用   

   受託者報酬   7,017,405 9,602,336

   委託者報酬  96,840,802 132,512,865

   その他費用  353,495 532,751

   営業費用合計  104,211,702 142,647,952

 営業利益又は営業損失（△）  △11,375,924,544 8,254,144,287

 経常利益又は経常損失（△）  △11,375,924,544 8,254,144,287

 当期純利益又は当期純損失（△）  △11,375,924,544 8,254,144,287

 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は

 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）  △42,830,391 84,251,008

 期首剰余金又は期首欠損金（△）  △11,095,476,543 △26,077,013,611

 剰余金増加額又は欠損金減少額  626,309,367 1,600,014,103

   当期一部解約に伴う剰余金増加額 

   又は欠損金減少額  626,309,367 1,600,014,103

 剰余金減少額又は欠損金増加額  2,973,259,600 26,306,694,938

   当期追加信託に伴う剰余金減少額 

   又は欠損金増加額  2,973,259,600 26,306,694,938

 分配金  1,301,492,682 1,589,131,944

 期末剰余金又は期末欠損金（△）  △26,077,013,611 △44,202,933,111
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）  

区 分 

前 期 

自 平成20年9月17日 

至 平成21年3月16日 

当 期 

自 平成21年3月17日 

至 平成21年9月15日 

1. 有価証券の評価基準及び評価

方法 

親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 

    移動平均法に基づき、時価で評価

しております。 

時価評価にあたっては、親投資信

託受益証券の基準価額に基づい

て評価しております。 

同左 

        

2. その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 計算期間末日の取扱い 

    

平成20年9月15日が休日のた

め、前特定期間末日を平成20年

9月16日としており、平成21年

3月15日が休日のため、当特定

期間末日を平成21年3月16日と

しております。このため、当特定

期間は181日となっております。

平成21年3月15日が休日のた

め、前特定期間末日を平成21年

3月16日としております。この

ため、当特定期間は183日となっ

ております。 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

 

(1) 名義書換えの手続き等 

 該当事項はありません。 

(2) 受益者に対する特典 

 ありません。 

(3) 譲渡制限の内容 

 譲渡制限はありません。 

(4) 受益証券の再発行 

 受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名

式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への

変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

(5) 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受

益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの

とします。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有

する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える

振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口

座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該

他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座

に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があ

ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

(6) 受益権の譲渡の対抗要件 

 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会

社に対抗することができません。 

(7) 受益権の再分割 

 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割できるものとします。 

(8) 償還金 

 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償

還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金

の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、

約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 

 

第１ ファンドの沿革 第４ ファンドの経理状況 

第２ 手続等  １ 財務諸表 

 １ 申込（販売）手続等    (1) 貸借対照表 

 ２ 換金（解約）手続等    (2) 損益及び剰余金計算書 

第３ 管理及び運営    (3) 注記表 

 １ 資産管理等の概要    (4) 附属明細表 

   (1) 資産の評価  ２ ファンドの現況 

   (2) 保管    純資産額計算書 平成 年 月 日 

   (3) 信託期間     Ⅰ 資産総額 

   (4) 計算期間     Ⅱ 負債総額 

   (5) その他     Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 

 ２ 受益者の権利等     Ⅳ 発行済数量 

     Ⅴ 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 第５ 設定及び解約の実績 



 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 

 

（りそな ワールド・リート・ファンド） 

 

約     款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和証券投資信託委託株式会社



 

運 用 の 基 本 方 針         

 

 

 約款第22条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 

 

２．運用方法 

 (1) 投資対象 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益

証券を主要投資対象とします。 

 (2) 投資態度 

① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を

含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産

投資法人の投資証券（総称して「不動産投資信託証券」といいます。）に投資することにより、

安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。 

※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第

3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項

第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。 

② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90％程度以上

とすることを基本とします。 

③ 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ないません。 

④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される

とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな

いことがあります。 

 (3) 投資制限 

① マザーファンドの受益証券への投資制限 

  マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 

② 株式への投資制限 

  株式への直接投資は、行ないません。 

③ 投資信託証券への投資制限 

  マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 

④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限 

  マザーファンドを通じて行なう同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の30％以下とします。 

⑤ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

 

３．収益分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 

② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。3、6、9、12月の計算期末に

ついては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮し、分配対象額の中から基準

価額水準に応じて委託者が決定する額を、上記継続分配相当額に付加して分配する場合がありま

す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 

③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 
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追加型証券投資信託 

（りそな ワールド・リート・ファンド） 

約     款 

 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、住友信託銀

行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11

年法律第62号）の適用を受けます。 

③ 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部につい

て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を

受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用

する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）

を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行なうものとします。 

（信託の目的および金額） 

第 2条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けま

す。 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項および第48

条第2項の規定による信託終了日までとします。 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に

該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と

し、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し

ます。 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権に

ついては、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行

された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等

に再分割できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規

則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を

控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額

をいいます。 

③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の

資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧

客電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第25条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
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第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降

「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振

替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、同日以降に

追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことにつ

いて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」と

いいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」

をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権

を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者

が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を

発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を

除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益

証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振

替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請すること

ができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権（受益権につ

き、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始

日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受

入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権

については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来す

る計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録

により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入

簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託

者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいま

す。）および登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機

関をいいます。）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）に当該申請の手続を委任するこ

とができます。 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に

より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。 

（受益権の申込単位および価額） 

第12条 委託者は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位

または1口単位として委託者が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。 

② 指定販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、最低単位を

1円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることがで

きます。ただし、指定販売会社と別に定める積立投資約款に従い積立投資契約を結んだ取得申込

者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。 

③ 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設

されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当

該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当

該取得申込の代金（第5項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の

支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なう

ことができます。 

④ 第1項および第2項の規定にかかわらず、委託者および指定販売会社は、別に定める取引所のい

ずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込の受付を行ないませ

ん。 

⑤ 第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、委託者または

指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下
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「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締

結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に、委託者または指定販売会社が別

に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑥ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受

益権の価額は、原則として、第35条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載

または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場

合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み

ます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が

行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断した

ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

第15条 （削  除） 

第16条 （削  除） 

第17条 （削  除） 

第18条 （削  除） 

（投資の対象とする資産の種類） 

第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいい

ます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げる

もの 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第20条 委託者は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を

受託者として締結されたダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」

といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができ

ます。 

 1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも

の 

 3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に限ります。） 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す

ることを指図することができます。 

1. 預金 

 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

 3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 
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（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第21条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び

投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者およ

び受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条

第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条および第26条において同じ。）、第26条

第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との

間で、第19条および第20条に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する

法律ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。 

② 前項の取扱いは、第25条、第30条および第31条における委託者の指図による取引についても同

様とします。 

（運用の基本方針） 

第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行

ないます。 

（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 

第23条 委託者は、マザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同

一銘柄の不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）の時

価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該不動産投資信託証券の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第24条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう

ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約

を指図することができます。 

（信託業務の委託等） 

第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託

業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含

みます。）を委託先として選定します。 

 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら

れること 

3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を

行なう体制が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 

③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、

受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで

きるものとします。 

1．信託財産の保存にかかる業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行

為にかかる業務 

4．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

第27条 （削  除） 

（混蔵寄託） 

第28条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商

品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいま
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す。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済

する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパー

は、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関

または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

速やかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属

する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する

ものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管

理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計

算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第30条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求お

よび信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第31条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価

証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ

ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって

有価証券等の運用は行なわないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当

該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額

は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 

第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し

ます。 

（受託者による資金の立替え） 

第34条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収

入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信

託財産に繰り入れることができます。 

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ

れを定めます。 

（信託の計算期間） 

第35条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、平成18

年6月12日から平成18年8月15日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から

次の計算期間が開始されるものとします。 

（信託財産に関する報告） 
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第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息およ

び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸

経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づい

て益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）

は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産

の純資産総額に年10,000分の148の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に

定めます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から

支弁します。 

④ 委託者は、この信託において主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の

委託を受けた者が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総

額に年10,000分の57以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月

15日または信託終了のときに行なうものとします。 

（収益の分配方式） 

第39条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

 1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と

いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控

除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた

め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託

報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、

その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第40条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計

算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該

収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定

販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、第42条に規定する時効前の収益分

配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引

き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌

営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し

遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込

により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下

同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれ

た受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込

代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替

機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数
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と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当

該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対して

は、償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受

益者に支払います。 

④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払

います。 

⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指

定販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自らの募集にかかる受益

権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行なうものとし

ます。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託

時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第41条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につ

いては前条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第4項に規定する支払

開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解

約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第42条 受益者が、収益分配金については第40条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請

求しないときならびに信託終了による償還金については第40条第3項に規定する支払開始日から

10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託

者に帰属します。 

（信託契約の一部解約） 

第43条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1口単位として委託者または指定販売会社

が定める単位（積立投資契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。）をもって、委

託者に一部解約請求をすることができます。 

  ② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。た

だし、委託者は、別に定める取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日と

する一部解約請求の受付を行ないません。なお、前項の一部解約請求を行なう受益者は、その口

座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を

委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行

なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または

記録が行なわれます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がすると

きは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平

成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約請求で、平成19年1月4

日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なう

ものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金

融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金

融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設す

るものをいいます。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、第1項による一部解約請求の受付を中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった

当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計

算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金

の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によ

るほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

（信託契約の解約） 
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第44条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくはこの

信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を

記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託

契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え

るときは、第1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交

付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行ないません。 

⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが

困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契

約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定

に従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投

資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。 

  ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背

いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を

請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託

者は、第49条の規定に従い、新受託者を選任します。 

  ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

（信託約款の変更） 

第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる

知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え

るときは、第1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公



 9

告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交

付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行ないません。 

（反対者の買取請求権） 

第50条 第44条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更を行

なう場合において、第44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた

受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する

ことができます。 

（公告） 

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、平成20年6月30日までは日本経済新聞に掲載し、平成20

年7月1日以降は電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 

http://www.daiwa-am.co.jp/ 

② 平成20年7月1日以降において、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他や

むを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付   則） 

 

第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社

が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとしま

す。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第 2条 第40条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益

者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に

より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益

者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をい

い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

第 3条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条（受益証券の記名式、無記名式への

変更ならびに名義書換手続）から第18条（受益証券の再交付の費用）の規定および受益権と読み

替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場

合には、なおその効力を有するものとします。 

 

 

 

平成18年 6月12日 

 

 

 

                  委託者   大和証券投資信託委託株式会社 

 

 

                  受託者   住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 別に定める取引所 

 

 約款第12条および第43条の「別に定める取引所」とは、次のものをいいます。 

 

ニューヨーク証券取引所 

オーストラリア証券取引所 
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